
令和元年６月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

狛江市議会第２回定例会提出議案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都狛江市 

公表用  



-2-



   提 出 議 案        

                                             ㌻ 

 

１ 議案第20号 平成31年度狛江市一般会計補正予算（第２号）         -3- 

 

２ 議案第21号 平成31年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第１号）     -5- 

 

３ 議案第22号 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

整理に関する条例                       -7- 

 

４ 議案第23号 狛江市学校給食費の徴収に関する条例              -9- 
 

５ 議案第24号 狛江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例                    -11- 

 

６ 議案第25号 狛江市介護保険条例の一部を改正する条例            -15- 

 

７ 議案第26号 狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一 

部を改正する条例                       -17- 

 

８ 議案第27号 狛江駅北口地下駐車場条例の一部を改正する条例         -19- 

 

９ 議案第28号 狛江市下水道使用料条例の一部を改正する条例          -21- 

 

10 同意第４号 狛江市監査委員の選任につき同意を求めることについて      -23- 

 

11 同意第５号 狛江市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ 

とについて                           -25- 

 

12 同意第６号 狛江市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて   -27- 

 

-1-



-2-



議案第 20 号 

 

   平成31年度狛江市一般会計補正予算（第２号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

令和元年６月10日 

 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   
 

 

 

 

提案理由 

 一般会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 21 号 

 

   平成31年度狛江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

令和元年６月10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 
 

 

 

提案理由 

 介護保険特別会計予算を補正する必要が生じたため。 
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議案第 22 号 

 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年６月 10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 

 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例 

 

 （狛江市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 狛江市固定資産評価審査委員会条例（昭和 26 年条例第 20 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表備考第２項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 （狛江市情報公開条例の一部改正） 

第２条 狛江市情報公開条例（平成 12 年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表備考第２項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 （狛江市個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 狛江市個人情報保護条例（平成 13 年条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第 21 条第２項第３号イ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

  別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 （狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の

一部改正） 

第４条 狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

条例（平成 27 年条例第 19 号）の一部を次のように改正する。 

  第 28 条第２項第３号イ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

  別表第３中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 （狛江市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例の一部改正） 

第５条 狛江市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例（平成 28 年条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

  別表備考第２項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

   付 則 
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 この条例は，令和元年７月１日から施行する。 

 

提案理由 

 不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 33号）の施行に伴い，関

係する条例に所要の改正を行うため。 
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議案第 23 号 
 

狛江市学校給食費の徴収に関する条例 
 
上記の議案を提出する。 

 
令和元年６月10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 
 

   狛江市学校給食費の徴収に関する条例 
 

（目的） 
第１条 この条例は，市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要
な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める
ところによる。 
(１) 学校給食 学校給食法（昭和29年法律第160号。以下「法」という。）
第３条第１項に規定する学校給食 

(２) 学校給食費 法第11条第２項に規定する学校給食に要する経費 
(３) 児童等 学校給食を受ける児童及び生徒 
(４) 保護者 学校教育法（昭和22年法律第26号）第16条に規定する保護者 
(５) 教職員等 児童等及び保護者以外の者で学校給食を受けるもの 
（学校給食の実施） 

第３条 市は，狛江市立学校設置条例（昭和39年条例第５号）の規定により設置
する学校において学校給食を実施するものとする。 
（学校給食費の額） 

第４条 学校給食費の額は，規則で定める。 
（学校給食費の徴収） 

第５条 市長は，保護者及び教職員等から学校給食費を徴収する。 
（学校給食費の納付） 

第６条 保護者及び教職員等は，学校給食費を規則で定める日までに納付しなけ
ればならない。 
（学校給食費の調整） 

第７条 市長は，特別の理由があると認めるときは，学校給食費の月額を調整す
ることができる。 
（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
付 則 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 
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２ 学校給食の申込みその他この条例の施行に際し必要な準備行為は，この条例
の施行日前においても行うことができる。 

 
提案理由 
 市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し，必要な事項を定めるた
め。 
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議案第 24 号 
 

狛江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例 

 
上記の議案を提出する。 

 
令和元年６月10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 
 

狛江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例 

 
狛江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年

条例第15号）の一部を次のように改正する。 
第６条第２号中「いう。」の次に「以下同じ。」を加え，同条に次の４項を加

える。 
２ 市長は，家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が
著しく困難であると認める場合であって，次の各号に掲げる要件の全てを満た
すと認めるときは，前項第２号の規定を適用しないことができる。 
(１) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割
の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(２) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす
るための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において，家庭的保育事業者等は，次の各号に掲げる場合の区分
に応じ，それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携
協力を行う者として適切に確保しなければならない。 
(１) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次
号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替
保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又
は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者
等」という。） 

(２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案
して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者 

４ 市長は，家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施
設の確保が著しく困難であると認めるときは，同号の規定を適用しないことが
できる。 

５ 前項の場合において，家庭的保育事業者等は，法第59条第１項に規定する施
設のうち，次に掲げるもの（入所定員が20人以上のものに限る。）であって，
市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

-11-



として適切に確保しなければならない。 
(１) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条の２第１項の規定
による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第12項に規定する
業務を目的とするものに限る。） 

(２) 法第６条の３第12項及び第39条第１項に規定する業務を目的とする施設
であって，法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼
児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているも
の 

第16条第２項に次の２号を加える。 
(３) 学校給食法（昭和29年法律第160号）第３条第２項に規定する義務教育
諸学校 

(４) 保育所，幼稚園，認定こども園等から調理業務を受託している事業者の
うち，当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し，衛生面，
栄養面等，調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに，利用乳幼児
の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供，アレルギー，ア
トピー等への配慮，必要な栄養素量の給与等，利用乳幼児の食事の内容，回
数及び時機に適切に応じることができる者として市長が適当と認めるもの
（家庭的保育事業者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第23条
第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。）において家庭的保育事業を
行う場合に限る。） 

第37条第２号中「（平成24年法律第65号）」を削る。 
第45条中「第６条」を「第６条第１項」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち，法第６条の３第12項第２号に規
定する事業を行うものであって，市長が適当と認めるもの（付則第３条におい
て「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については，第６条第１項
本文の規定にかかわらず，連携施設の確保をしないことができる。 
付則第２条中「行う者」の次に「（次項において「施設等」という。）」を加

え，同条に次の１項を加える。 
２ 前条の規定にかかわらず，施行日以後に家庭的保育事業の認可を得た施設等
については，この条例の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は，
第15条及び第23条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は，適用し
ないことができる。この場合において，当該施設等は，利用乳幼児への食事の
提供を第２条に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法（第10条の規定
により，当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会
福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うために必要
な体制を確保するよう努めなければならない。 
付則第３条中「事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）」を加え，「５年」を「10年」に改める。 
付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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提案理由 
 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61
号）の改正に伴い，所要の改正を行うため。 
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議案第 25 号 
 

狛江市介護保険条例の一部を改正する条例 
 
上記の議案を提出する。 

 
令和元年６月10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 
 

狛江市介護保険条例の一部を改正する条例 
 
狛江市介護保険条例（平成12年条例第25号）の一部を次のように改正する。 
第９条第１項中「平成32年度」を「令和２年度」に改め，同条第２項中

「32,200円」を「26,800円」に改め，同条に次の２項を加える。 
３ 前項の規定は，第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減
額賦課に係る平成31年度における保険料率について準用する。この場合におい
て，前項中「26,800円」とあるのは，「39,300円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は，第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の
減額賦課に係る平成31年度における保険料率について準用する。この場合にお
いて，第２項中「26,800円」とあるのは，「51,800円」と読み替えるものとす
る。 

付 則 
１ この条例は，公布の日から施行する。 
２ この条例による改正後の第９条第２項から第４項までの規定は，平成31年度
分の保険料から適用し，平成30年度以前の年度分の保険料については，なお従
前の例による。 
 

提案理由 
 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改
正する政令（平成31年政令第118号）の施行に伴い，第１号被保険者の平成31年
度の保険料率を改めるため。 
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議案第 26 号 
 

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正
する条例 

 
上記の議案を提出する。 

 
令和元年６月10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 
 

狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正
する条例 

 
狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成13年条例第

19号）の一部を次のように改正する。 
第３条，第６条第１項及び第８条第１項中「及び別表第４」を「，別表第４及

び別表第５」に改める。 
第11条中「又は第７条」を「，第７条又は第８条第１項」に改める。 
別表第１に次のように加える。 

４ 
調布都市計画一中通り沿
道地区地区整備計画区域 

調布都市計画一中通り沿道地区地区計画の区
域のうち，地区整備計画が定められた区域 

別表第４の次に次の１表を加える。 
別表第５（第３条，第６条，第８条関係） 
調布都市計画一中通り沿道地区地区整備計画区域 

計画地区の区分 幹線道路沿道地区Ⅰ 幹線道路沿道地区Ⅱ 

建築物の用途の制限 

１ 工場（自動車修理工
場を除く。） 

２ 倉庫業を営む倉庫 
３ マージャン屋，ぱち
んこ屋，射的場，勝馬
投票券発売所，場外車
券売場その他これらに
類するもの 

 

１ 工場（自動車修理工
場を除く。） 

２ トランクルーム 
３ ホテル又は旅館 
４ 自動車教習所 
５ 畜舎（15平方メート
ルを超えるもの） 

６ 墓地，埋葬等に関す
る法律第２条第６項に
規定する納骨堂の用に
供するもの 
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建築物の敷地面積の
最低限度 

－ 
70平方メートル 

建築物の高さの最高
限度 

－ 

１ 建築物の高さは20メ
ートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高
さは，当該部分から前
面道路の反対側の境界
線又は隣地境界線まで
の真北方向の水平距離
の0.6倍に５メートルを
加えたもの以下とす
る。 

付 則 
この条例は，公布の日から施行する。 

 
提案理由 
 調布都市計画一中通り沿道地区地区計画の決定に伴い，地区整備計画区域を加
えるため。 
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議案第 27 号 
 

狛江駅北口地下駐車場条例の一部を改正する条例 
 
上記の議案を提出する。 

 
令和元年６月10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 
 

狛江駅北口地下駐車場条例の一部を改正する条例 
 
狛江駅北口地下駐車場条例（平成７年条例第16号）の一部を次のように改正す

る。 
別表定期駐車使用料の項を次のように改める。 

定期駐車
使用料 

(１) 全日 月額18,900円 
(２) 平日 月額10,500円 
(３) 夜間 月額8,400円 

(１) 全日 月額4,800円 
(２) 平日 月額2,700円 
(３) 夜間 月額2,100円 

付 則 
１ この条例は，令和元年10月１日から施行する。 
２ この条例による改正後の規定は，令和元年10月１日以後に駐車場を利用する
使用料から適用し，令和元年10月１日前の使用料については，なお従前の例に
よる。 

 
提案理由 
 消費税率及び地方消費税率の変更に伴い，定期駐車使用料の額を改めるため。 
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議案第 28 号 
 

狛江市下水道使用料条例の一部を改正する条例 
 
上記の議案を提出する。 

 
令和元年６月10日 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 
 

狛江市下水道使用料条例の一部を改正する条例 
 
狛江市下水道使用料条例（昭和47年条例第９号）の一部を次のように改正する。 
第５条に次の２項を加える。 

４ 前項に定める税率に変更があったときは，変更があった月の２月後の使用料
から適用し，同月前の使用料については，なお従前の例による。 

５ 前項の規定による税率変更後最初に適用される月（以下「適用月」とい
う。）及び適用月の前月に係る使用料は，排出量を各月分均等に排出したもの
とみなす。 

付 則 
この条例は，公布の日から施行する。 

 
提案理由 
 消費税率及び地方消費税率の変更に伴う規定を加えるため。 
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同意第 ４ 号 

 

   狛江市監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 下記の者を，狛江市監査委員に選任したいので議会の同意を求める。 

 

 

記 

 

 
 
住  所 

 

 
東京都狛江市東野川二丁目 

 
 
氏名・年齢 

 

 
 東海林 和彦   ・   67歳 

 

 
令和元年６月10日 

 

提出者  狛江市長 松原 俊雄 

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の規定により，議会の同意を求め

るため。 
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同意第 ５ 号 
 
   狛江市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 
 
 下記の者を，狛江市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので議会の同意を求め
る。 
 

記 
 
 

 
住   所 

 
東京都狛江市和泉本町三丁目 

 
氏名・年齢 

 
石川 慶一郎  ・   54歳 

 
 

令和元年６月10日 
 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   
 
 
 
 
提案理由 
地方税法（昭和25年法律第226号）第423条第３項の規定により，議会の同意を求める

ため。 
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同意第 ６ 号 

 

   狛江市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 下記の者を，教育委員会委員に任命したいので議会の同意を求める。 

 

 

記 

 
 

 
住   所 

 
東京都町田市南大谷 

 
氏名・年齢 

 
佐藤 正志  ・   70歳 

 

 

令和元年６月10日 

 

 

提出者  狛江市長 松原 俊雄   

 

 

 

 

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項

の規定により，議会の同意を求めるため。 
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